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第１０回教育委員会会議録 

 

１日   時 平成２７年９月２４日（水） 開 会：１４時３０分 

                     閉 会：１７時５０分 

２場   所 周南市毛利町２丁目２番地 

       教育委員会 ２階 会議室 及び 委員会室 

３出 席 委 員 池永博委員 月谷慈寛委員 松田敬子委員 片山研治委員 中馬好行教育長 

４説明のため 教育部長 教育政策課長 生涯学習課長 人権教育課長 学校教育課長 中央図書館長 

出席した者 熊毛総合出張所次長 

５書   記 教育政策担当課長補佐、教育政策担当係長 

６議事日程等 

日程順位 件    名 

１ 会議録署名委員の指名について 

２ 報告第２３号 菊川中学校管理教室棟（ＮＯ．１９－１，１９－２）耐震改修工事の変更契約の策定

について 

３ 報告第２４号 周南市社会教育委員の委嘱について 

４ 議案第４５号 住吉中学校特別教室棟改築工事の計画の策定について 

 

７ 委員会協議会 ⑴ １０月の教育委員会の共催及び後援大会等一覧について 

        （報告者：教育政策課→生涯学習課→学校教育課→熊毛総合出張所） 

                            ⑵ ９月定例市議会の報告ついて（教育部長） 

 ⑶ 第３期周南市生涯学習推進プランについて（生涯学習課） 

 ⑷ 周南市新南陽民俗資料館「新南陽メモリアル展」について（生涯学習課） 

          ⑸ 「ツルのネグラ整備」について（生涯学習課） 

         ⑹ 「周南こどもゆめまつり in くまげ」（熊毛総合出張所） 
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教育長   ただ今から「平成２７年第１０回教育委員会定例会」を開催いたします。 

議事日程に従い、進めてまいります。 

日程第１、「会議録署名委員の指名について」、指名いたします。 

本日の会議録署名委員は、「月谷委員さんと片山委員さん」にお願いします。 

続いて、日程第２、報告第２３号「菊川中学校管理教室棟（ＮＯ．１９－１，１９－２）

耐震改修工事の変更契約の策定について」を議題とします。 

この件について、教育政策課から説明をお願いします。 

教育政策課長   議案の説明にさき立ちまして、議案書にページ番号の記載漏れがございましたので、お手

数をおかけいたしますが、３ページ、４ページについてそれぞれ付番していただきますよう

お願いいたします。誠に申し訳ありませんでした。 

それでは、報告第２３号、菊川中学校管理教室棟（ＮＯ．１９－１、１９－２）耐震改修

工事の変更契約の策定につきまして、ご説明いたします。 

 提案理由といたしましては、周南市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則第

２条第１２号の規定により、「教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申し

出ること」は、教育委員会の権限とされておりますが、教育長が代決いたしましたので、同

規則第３条第２号の規定により、報告するものでございます。 

議案書の２ページをお願いいたします。 

本件につきましては、昨年１０月の教育委員会で、工事の計画の策定についてご決定をいた

だいたのち、設計を行いましたところ、議会の議決に付さなければならない契約となります、

予定価格１億５千万円を下回る設計金額となりました。 

このため、平成２７年４月８日に２者による条件付一般競争入札により入札を行い、１億３

千３７０万４千円で株式会社田中組が落札したため、４月２０日に当初契約を締結し、工期

を平成２７年４月２１日から同年の１２月２５日までと設定したものでございます。 

この工事は、老朽化し、耐震性能を示す Is値が０．４４と低く、耐震改修が求められてい

た菊川中学校管理教室棟について、耐震補強工事及び改修工事を行い、安心安全な教育環境

の整備を図ることを目的とするものでございます。 

それでは、議案書の４ページから７ページの図面を併せてご参照ください。 

工事の概要でございますが、対象とする建物は、昭和５２年建築の鉄筋コンクリート造３階

建て、延べ床面積２千９２５．３９㎡の管理教室棟で、補強工事といたしまして、耐震ブレ

ースの新設、鉄筋コンクリート造柱巻立て補強、開口閉塞、階段小梁補強柱の工事を、改修

工事といたしましては、外壁、防水、建具等の改修と、電気設備及び機械設備の工事を行う

こととしております。 

この度の契約変更は、主に、① 外壁改修の施工数量の増加、② 雨漏り箇所の天井張り替え、

③ ガス配管引替え、等によるもので、外壁改修につきましては、工事の進捗に合せて、外部

足場設置後に改めて既存建物を確認し、施工数量調査を行った結果、想定していた以上に状

態が悪く、塗膜下調整剤も大部分剥離しておりましたことから、下地の改修も含め、錆鉄筋

の補修、樹脂注入や塗替えによるモルタルの浮きやひび割れの補修等の追加を行うものでご

ざいます。 

雨漏り箇所の天井張り替えにつきましては、昇降口及び相談室の雨漏りにより、天井の一

部に落下の恐れも考えられるために張り替えるもので、また、ガス配管引替えにつきまして

は、耐震ブレースの新設のために行う基礎掘削作業において、既存のガス管の引替えが必要
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となったために行うものでございます。 

これにより本契約におきましては、契約額が、１億３千３７０万４千円から２千３８２万

９千１２０円を増額し、１億５千７５３万３千１２０円とするものでございます。 

この変更設計によりまして、先ほどご説明いたしましたとおり、当初計画に係る予定価格

は、１億５千万円を下回っており、議会の議決に付す必要のない契約でございましたが、今

回の増額変更により議会の議決に付さなければならない設計総額となりますことから、新た

に９月の市議会定例会に議案上程したものでございます。 

なお、この変更内容の中で、特に外壁改修につきましては、施工数量の増加及び改修工法

の追加変更を行うこととなり、一定の工期の延長が必要となりましたことや、生徒に対する

安全上の配慮や学校での教育活動の支障とならないために、作業時間の制限等もあることか

ら、当初、１２月２５日までと設定しておりました工期を約５０日間延長し、平成２８年２

月１５日までに変更するものでございます。 

以上、ご報告申し上げます。 

よろしく、ご承認いただきますようお願いいたします。 

池永委員  質問ではないのですが、先日、学校訪問をさせていただきましたが、やはり工事中でした 

から、授業中にかなり振動が大きくて子供たちに、どのくらい影響があるかはわかりません 

が、教育活動の支障とならないという約束があるなら、工事関係者に守っていただくようお 

願いしていただきたいと思います。 

教育政策課長  わかりました。 

教育長      他に何か質問がございますか。よろしいでしょうか。 

それでは、報告第２３号を承認します。 

続いて、日程第３、報告第２４号「周南市社会教育委員の委嘱について」を議題とします。 

この件について、生涯学習課から説明をお願いします。 

生涯学習課長   報告第２４号、周南市社会教育委員の委嘱についてご説明いたします。 

議案書は ８ページから９ページをご覧ください。 

提案理由は、周南市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則第 3条第 2項によ

るものでございます。 

当委員会は、社会教育法第１５条の定めにより社会教育行政に広く地域の意見等を反映さ

せるために教育委員会の諮問機関として位置付けられており、現在、策定しております、生

涯学習推進プランにおいても多くのご意見を頂き、計画策定に反映したところです。 

９ページに周南市社会教育委員名簿をお示ししております。 

周南市社会教育委員設置条例、第３条の定めにより委員の任期は２年となっておりますが、

このたび任期満了に伴い、新たに委嘱するものでございます。 

  委員の任期は、平成２７年８月１日から平成２９年７月３１日までの２年間とし、前委員

１２名の内、１０名は再任をお願し、新たに名簿番号 9番の村田真博委員、同じく１０番の

國廣真由美委員の 2名を委嘱するものでございます。 

以上、ご報告いたします。 

教育長      何か質問がございますか。よろしいでしょうか。 

池永委員    公募についてなのですが、応募は何人あったのでしょうか。 

生涯学習課長   公募はこの２名です。 

池永委員  もうひとついいですか。任期は２年という事ですが、ここに任期が 10 年という方がおら
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れますが、任期が何年になればご遠慮くださいという最長の任期というのはあるのですか。 

生涯学習課長     これにつきましては、周南市附属機関等の設置及び運営に関する規程の中で、こうした委

員の任期というのは、原則、連続 2 期、又は通算 5 期以上を超えては再任しないものとする

規定がございますが、ただし書きで、専門的な知識を有する方については、この限りではな

いということで、この委員の中でも 10年という廣澤委員がいらっしゃいますが、以前は青年

団から委員になっていただいていましたが、引き続き、公募という形で委員に応募いただき、

委員をお願いしています。 

池永委員    生涯学習推進プランについては 3回会議があったようですが、これ以外の会議はどのくら 

い設定されているのですか。 

生涯学習課長   社会教育委員さんについては生涯学習推進本部という市長を会長とした組織が市の中に 

ございまして、そちらの会議の中でご意見をいただいています。あと、その下にワーキング 

チームという担当課の課長がメンバーに入っている会議がありますが、そうした中でも生涯 

学習推進プランに関するご意見をいただいています。 

池永委員    ありがとうございます。感想なのですが、この前、子ども議会に関して評価の報告を出さ 

れていたのが社会教育委員さんだったと思うのですが、ご活躍していただけたらと思います。 

教育長      確認ですが、公募は 2 名あったのですね。 

生涯学習課長   すみません。再度、申し上げます。公募は廣澤和己委員と村田真博委員のお二人でした。 

教育長      それで、廣澤さんは引続きになるのですか。 

生涯学習課長   以前は青年団としてこちらからお願いしていたのですが、青年団の職を離れたことによっ 

て、新たに公募として申し込まれたという状況です。 

教育長     わかりました。その他よろしいでしょうか。それでは、報告第２４号を承認します。 

続いて、日程第４、議案第４５号「住吉中学校特別教室棟改築工事の計画の策定について」

を議題とします。 

この件について、教育政策課から説明をお願いします。 

教育政策課長   議案書の１０ページ、議案第４５号「住吉中学校特別教室棟改築工事の計画の策定につい

て」ご説明いたします。 

 提案理由といたしましては、周南市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則第

２条第９号の規定により、「１件５千万円を超える工事の計画を策定すること」は教育委員会

の権限とされておりますことから、ご審議をお願いするものでございます。 

 １１ページをお願いいたします。 

この工事は、老朽化し、耐震性能を示す Is値が０．４１と低く、耐震改修が求められていた

住吉中学校特別教室棟について、安心安全な教育環境の整備を図ることを目的として改築す

るものでございます。 

 工事の概要でございますが、対象とする建物は、昭和３０年建築の鉄筋コンクリート造２

階建て、延べ床面積８９０㎡の特別教室棟を解体し、新たに、軽量鉄骨造２階建て、延べ床

面積６８０㎡の校舎改築主体工事と、それに伴う電気設備工事、機械設備工事を行うもので、

本年度実施いたします解体工事終了後、できるだけ早期に新たな教室棟を整備するため、本

年度の工事着手を可能とする制度でございます債務負担行為を設定し、平成２８年３月下旬

から同年１１月上旬までの工期において、予算額１億６千９６０万３千２００円で、条件付

一般競争入札により契約の締結を計画するものでございます。 

この改築事業につきましては、「学校施設の耐震化事業」の一環として実施するものですが、
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当該特別教室の耐震補強工事費と改築工事費とを比較検討した結果、昭和３０年建築で経年

劣化の激しい特別教室棟の耐震補強工事が割高となりますことから、双方の事業費に差がな

いと認められたため、今後の長期使用が見込め、管理コストの低減も期待できる改築工事を

選択したものでございます。 

なお、議案書の１２ページ以降に、新たな特別教室棟に係る位置図、配置図、平面図の案

を掲載しておりますので、ご参照いただきますようお願いいたします。 

以上でございます。 

よろしく、ご審議ご決定をいただきますようお願いいたします。 

教育長   はい。何か質問がありましたら、よろしくお願いします。 

月谷委員    平面図においてですが、二階に特別支援学級という教室があります。トイレは 1階で、階

段のみということで、車椅子等のトイレが新たに改築として作られるのであれば、２階にあ

った方が便利かと感じたのですが、いかがでしょうか。 

教育政策課長   住吉中学校では、肢体不自由の特別支援学級もございます。その関係でエレベーターの整 

備もいたしておりますし、多目的トイレの整備も完了しているところでございます。現在、

１４ページの平面図の中ではまだ(案)という形でお示ししていますが、現在、設計にかかっ

ている状態でございます。今、委員が言われますように、こちらにも多目的トイレが必要で

はないかという検討をしている状況でございます。１１月中旬までが委託期間となっていま

すのでそれまでに検討してまいりたいと考えています。 

教育長   何か質問がございますか。よろしいでしょうか。 

それでは、議案第４５号を決定します。その他に何かありますか。よろしいですか。 

月谷委員  先ほど報告第２３号でガス配管の引替えということにおきまして、他の県で小学校でした 

か、ガスの事故が起きたというニュースがありましたが、想像以上に外壁とか建物自体が朽

ちているということであれば、特にガス管というのは気になりましたし、たまたま、この議

案で思い出したのですが、そうした点検等も含めて、なにかしら各学校に通達なりしていた

だいて安心安全を確保してくださればと願っています。 

教育政策課長   今回のガス管の引き替えに関しましては、設計図に載っている位置にガスの配管がなく、

耐震ブレースを設置するための基礎の堀り上げをしていたところ、想定していた位置とは違

うところでガス管が発見され、ガス管を引替えないと工事の支障になるということで追加工

事が生じたものでございまして、ガス管の老朽化によって引替えるというものではございま

せんでした。ただ、委員が言われましたように、長い間使っている校舎という中ではガス管

でありますとか灯油のタンクからの管であるとか危険物に準じる取扱が必要なものもあろう

かと思います。重々安全点検ができるように取り組んでまいりたいと思います。 

教育長   その他に何かありますか。 

それでは、以上で、「平成２７年第１０回教育委員会」を終了します。 

 

 

署名委員 

        月谷 慈寛 委員                  

 

        片山 研治 委員                  


